
　第十管区海上保安本部では、平成13年12月22日に東シナ海で沈没した

工作船事件の全容を解明するため、平成14年2月に「無人潜水調査」、5月に

「有人潜水調査」を行い、6月から「船体引き揚げ作業」を開始しました。�

　引き揚げ作業は、刻々変化する気象・海象及び相次ぐ台風襲来により、度々

中断することがありましたが、事件発生から263日ぶりの9月11日に工作

船を引き揚げることができ、その後、工作船を鹿児島湾に運び安全確認作

業を行った後、10月6日に鹿児島ドック鉄工（株）へ陸揚げしました。�

　現在、事件の全容解明のため職員が一丸となって捜査に当たり、事件送

致に向けて全力を挙げて取り組んでいるところです。�

　今後も国民の皆様の負託に応えることができるよう、職員一同研鑽に励

み、南九州の治安の維持に一層精進して参りたいと考えています。�
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